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「 働 き 方 改 革 」 の 推 進 に つ い て 

  ～社員が最も働きやすい会社を目指す～ 
 

ＡＧＳ株式会社（本社：さいたま市浦和区、代表取締役社長：石井進、以下当社）は、「働き

方改革」を実現すべく、基本方針および取組目標を策定しましたのでお知らせいたします。 

 

１．背景 

我が国の構造的な問題である少子高齢化社会を迎えた今、政府は一億総活躍社会の実現に向

けた最大のチャレンジとして『働き方改革』を掲げています。働き方改革は長時間労働を是正

すること等により、ワーク・ライフ・バランスが改善され、女性、高齢者等の活躍の場も拡が

るとされています。 

こうした中、当社では「働き方改革」にグループ一丸となって取組むことを目的として、働

き方改革の基本方針および取組み目標を策定し、現在策定中の次期長期経営計画（2017 年度～

2021 年度）の主要施策の一つとして掲げ、推進していくこととしたものであります。 

 

２．概要 

  グループ基本方針および取組目標は、以下のとおりであり、次期長期経営計画の最終年度で

ある、2021 年度末までの実現を目指してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３． 具体的施策 

  働き方改革の具体的施策は【別紙】に記載のとおりであり、最終目標達成に向けて段階的に

推進していく予定であります。 

 

４． 推進体制 

働き方改革の基本方針および取組目標の実現に向けて、2017 年４月１日付で以下の組織を立

ち上げて推進してまいります。 
 

 （１）「働き方改革推進室」の新設 

   これまでの働き方を抜本的に見直し、最も働きやすい会社となるため、社長直轄の「働き

方改革推進室」を新設し、執行役員を室長に据えてトップダウンにて施策を実施いたします。 

 

 

ＡＧＳグループは、社員が最も働きやすい会社となるために 

全社一丸となって『働き方改革』に取組み、 

２０２１年度末までに次の目標の実現を目指す。 

          １．有給休暇取得率１００％ 

          ２．所定労働時間内勤務（残業ゼロ） 

          ３．インターバル出勤１００％ 



 

 

  【主な役割】 

   ・働きやすい環境の整備（在宅勤務制度、テレワーク、フレックス制度の拡充）の企画立

案・推進 

   ・生産性向上に資する業務改善（多能化推進、仕事量の平準化、無駄の排除）の企画立案・

推進 

 

 （２）「働き方改革推進委員会」の設置 

    昨年７月の『ＡＧＳグループ健康経営宣言』制定に伴い組織した「健康推進委員会」を「働

き方改革推進委員会」に改組して、働き方改革施策の実施を後押ししてまいります。 

  【主な役割】 

   ・働き方改革の施策検討 

   ・働き方改革実施状況のモニタリング 

   ・働き方改革の評価・改善 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

「働き方改革」の具体策および目標 

 

各種施策 現在の実施内容 
目  標 

2017 年度達成 2021 年度末まで 

有休取得推進 

今年度目標：平均 14.8

日取得 

最低取得日数：10 日 

年間取得率 90％ 

取得日数 10 日未満 0 人
年間取得率 100％ 

休暇、振出・振休、休

出、深夜残業の管理

徹底 

深夜残業（22 時～）は、

事前申請とし、原則行わ

ない。振出・振休は４週

間以内に取得 

深夜残業 ： 0 人 

（特殊勤務除く） 

所定労働時間内勤務 

（残業ゼロ） 

一斉退社日（早帰り

日） 

毎週水曜日は一斉退社

日。更に、毎月第２水曜

日は 19:30 完全退社 

100％実施 

原則、水曜日を定時退

社日とするが、各部毎の

曜日設定も可 

勤怠管理の徹底と過

重労働の防止 

上司による勤務予定と

実績の承認 

端末操作時間との整合

性チェック 

法定労働時間 30 時間

超の報告 

所定時間外 60 時間 

超過者 0 名 

３６協定 

法定時間外勤務は月 80

時間を上限とし、月 45

時間超は年度６回まで 

法定時間外勤務は月 50

時間を上限とし、月 40

時間超は年度６回まで 

上限のみ設定（クレーム

や障害等の特別の事情

等を勘案し、年度毎に

設定する） 

勤務間インターバル

11 時間 

退勤から翌日出勤まで

の間に、11 時間以上の

休息時間を確保 

100％実施 100％実施 

長時間労働者および

不調者へのフォロー 

所定時間外月 80 時間

超 …報告書及び面談 
100％面談実施 100％面談実施 

テレワークの活用 

自宅に環境があり、業務

遂行可能 

原則、週３回まで 

200 人（月２回以上実施

者）長時間通勤者、介

護、育児、疾病等の理

由による制度利用促進 

500 人（月２回以上実施

者） 

 

 

 

 

 

 

 

【別 紙】 



 

 

【当社の概要】 

名 称 ＡＧＳ株式会社（東証一部 証券コード:3648） 

代 表 者 代表取締役社長 石井 進 

所 在 地 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷 4-3-25 

設 立 1971 年 7 月 

資 本 金 1,398 百万円 

主な事業 情報処理サービス、ソフトウエア開発、 

その他情報サービス、システム機器販売 

U R L http://www.ags.co.jp/ 

 

 

【本リリースに関するお問い合わせ先】 

ＡＧＳ株式会社 企画部 （担当：小谷野、橋本） 

TEL. 048-825-6079   FAX. 048-825-6959 

E-mail . ir.ml@ags.co.jp 

 

※ プレスリリースに掲載されている商品・サービスの価格、仕様、その他の情報は、発表時点

の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。 

 

 

以 上 

 


